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　３参加資格　(６)過去１０年間に３０万人以上の人
口を有する他自治体において、風水害を起因とする事
業継続計画の策定若しくは改定に関する支援業務の受
注実績があること。とありますが、人口50万人以上の
政令指定都市における「風水害の被害想定調査」およ
び「人口50万人以上の東京23区内の＜風水害編を含む
地域防災計画＞の改定を実施した業務実績でも参加可
能でしょうか。
　政令市における風水害被害想定調査は、事業継続計
画の上位計画にあたる調査であり、前提となる災害規
模およびリスクシナリオ等の作成ノウハウは、江東区
様の事業継続計画(風水害編)を策定するにあたり、課
題解決のための良いご提案ができると考えます。
　また、地域防災計画においては、その記載事項を確
実に行うための計画が事業継続計画になりますが、そ
の根幹である人口50万人以上の東京23区内の地域防災
計画＜風水害編＞の策定実績を有していることは、本
事業成果の品質向上にも寄与するとともに、滞りなく
業務を遂行できるものと考えます。ご検討のほど何卒
よろしくお願いいたします。

　事業継続計画（風水害編）に関する受注実績を
評価基準として想定しているため、例示の「風水
害の被害想定調査」「地域防災計画」の策定及び
改定は業務実績対象外です。
　一方で、風水害発生時に想定される被害や状況
を時系列でまとめたリスクシナリオの作成につい
ては、企画提案仕様書記載の「被災シナリオに基
づき本部態勢や避難所開設・運営等について検討
を行うとともに台風接近前の準備本部等の設置等
についても検討をする」とあるように、事業継続
計画（風水害編）策定の重要な要素の１つである
ため業務実績に含みます。

※質問は簡潔、かつ平易な表現とすること

【様式3】 　質問票（江東区事業継続計画（風水害編）策定支援業務委託に関する公募型プロポーザル）


